
広
島
県
訓
令
第
六
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本 
 

 
 

 
 

庁 

地

方

機

関 

広
島
県
文
書
等
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

 
 

平
成
十
九
年
四
月
一
日 

広
島
県
知
事 

藤 
 

田 
 

雄 
 

山 

 

広
島
県
文
書
等
管
理
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令 

広
島
県
文
書
等
管
理
規
程
（
平
成
十
三
年
広
島
県
訓
令
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
二
出
納
長
室
の
項
中 「

出
納
長
室
 
 
 
 
 
 
 
│
出
納
総
務
室
 
 
 
 
 
 
│
出
総
」

を

「
会
計
管
理
局
 
 
 
 
 
 
│
会
計
総
務
室
 
 
 
 
 
 
│
会
総
」

に
改
め
、
同
表
県
民
生
活
部
の
項 

中 「
大
学
企
画
管
理
室
 
 
 
 
 
大
企
 

 
私
学
振
興
室
 
 
 
 
 
 
 
私
振
」

を「
学
事
室
 
 
 
 
 
 
 
 
│
学
事
」
 

に
、「

保
安
室
 

 
 
 
 
 
 
 
│
保
安
」
 

を 「
消
防
・
保
安
室
 
 
 
 
 
│
消
保
」

に
、「

通
信
管
理
室
 

 
子
ど
も
の
犯
罪
被
害
防
止

 
策
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム

 
 
通
管
 

対
 
子
対
 

 
 
 
 
」
 

を 「
通
信
管
理
室
 
 
 
 
 
 
│
通
管
」

に
改
め
、
同
表
福
祉
保
健
部
の
項
中 「
国
保
医
療

室
 
 
 
 
 
 
│
国
医
」
 

を 「
医
療
保
険
室
 
 
 
 
 
 
│
医
保
」

に
改
め
、
同
表
商
工
労
働
部
の
項

中 「
立
地
・
物
流
推
進
室
 
 
 
│
立
物
」

を「
企
業
立
地
推
進
室
 
 
 
 
│
企
立
」

に
改
め
る
。 

 
 
 

附 

則 

 

こ
の
訓
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 


